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主な内容

10

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【10月31日】
・県村民税　　　　第3期
・国民健康保険税　第4期
・介護保険料　　　 第4期
・後期高齢者保険料 第4期

高齢者新型コロナウイルスワクチン
予防接種費用助成のお知らせ

　村外の医療機関にて新型コロナウイルスワクチン予防接種を受けた 65
歳以上の方あるいは 60 歳以上 65 歳未満の者であって、身体障害者手帳 1
級をお持ちの方は自己負担金のうち14,300円を限度として助成します。

対 象 者：上北山村民で 65 歳以上の方
　　　　　60 歳以上 65 歳未満の者であって、身体障害者手帳 1 級の方
　　　　　（心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能不全による障害に限ります）
助成回数：一人 1 回
接種期間：令和 7 年 10 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日
申請締切日：令和 8 年 4 月 30 日まで
持 ち 物：新型コロナウイルスワクチン予防接種の領収書・印鑑

　　上北山村　保健福祉課　電話　③－0380　

高齢者インフルエンザ予防接種
費用助成のお知らせ

　村外の医療機関にてインフルエンザ予防接種を受けた 65 歳以上の方は
自己負担金のうち4,000円を限度として助成します。

対 象 者：上北山村民で 65 歳以上の方
助成回数：一人 1 回
接種期間：令和 7 年 10 月 1 日～令和 8 年 1 月 31 日
申請締切日：令和 8 年 3 月 31 日まで
持 ち 物：インフルエンザ予防接種の領収書・印鑑

　　上北山村　保健福祉課　電話　③－0380　

問合せ先：住民課 07468-3-0223

歳末慰問金について
★歳末慰問金とは?
善意銀行や赤い羽根共同募金等、地域の皆様からお預かりした善意に
よるお金を、年末に支援を必要としている人々が安心して新年を迎えら
れるよう歳末慰問金として支給します。

★対象となる方と金額
村に居住し、住民票を登録されている方のうち、次の方が対象。
①12月1日現在、85歳以上の方。（施設入所者などは除く）
　一人当たり5千円
②生活保護法による生活保護を受けている世帯。一世帯当たり5千円。
③母子世帯・父子世帯。一世帯当たり5千円。

対象となる方・世帯へは申請書を11月中に送付します。



総　務　費：庁舎の維持管理や戸籍、徴税、選挙、監査事務な
ど村の総括的な事務に使ったお金

農林水産商工費：農林水産業、商工業、観光の振興などに使ったお金

公　債　費：国などから借り入れたお金（村債）の返済などに
使ったお金

民　生　費：社会福祉や医療助成など、安定した社会生活を保
証するために使ったお金

繰　越　金 ：前年度から持ち越された余剰金

令和6年度の一般会計・特別会計の決算が９月議会で認定されました。村民の皆さんが納められ
た貴重な税金や国、県からの補助金などが、村づくりにどのように使われたのか、村の決算の概
要、財政の状況についてお知らせします。
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5,651万9千円

6,707万7千円

1億285万2千円

1,756万5千円

4,178万3,487円

7,321万3千円

国民健康保険

国保診療所

介護保険

後期高齢者医療

簡易水道事業会計決算の状況

収益的 収支

資本的 収支

5,234万7千円

6,541万9千円

9,771万9千円

1,752万7千円

3,221万2,298円

8,354万7,588円
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村に入ったお金は21億3,810万3千円（対前年度伸率△4.4％）村が使ったお金は19億423万円（対前年度伸率△2.7％）

◆自主財源（自主的に歳入することができる財源）

地方交付税 ：

村　　　債 ：

国庫支出金 ：

県 支 出 金 ：

地方譲与税 ：

村の財源状況に応じて国から交付され
たお金

特定の事業を行うために国などから借
り入れたお金

特定の事業を行うために国から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

特定の事業を行うために県から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

国税として徴収され、地方自治体へ譲
与されるお金

◆依存財源（国や県などから交付される財源）

村　　　税：村民税や固定資産税など、村民の皆さん
に納めていただいたお金

使用料及び手数料：村の施設の使用や住民票の交付など、特
定の行政サービスを受けた人に負担して
いただいたお金

消　防　費：

土　木　費：道路、公営住宅などの整備や維持管理に使ったお金

災害復旧費：災害によって道路や山林などに生じた被害を復旧
するために使ったお金

議　会　費：議会の運営などに使ったお金

消防や防災対策に使ったお金

衛　生　費：健康診断や各種検診、ごみ処理など健康で衛生的
な生活環境を保つために使ったお金
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総務費
546,428千円
28.7%

農林水産商工費
332,208千円
17.5%

民生費
183,552千円
9.6%

土木費
193,552千円
10.2%

衛生費
101,736千円
5.3%

教育費
146,609千円
7.7%

消防費
97,029千円
5.1%

公債費
204,313千円
10.7%

議会費・諸支出金
29,662千円　1.6%

災害復旧費
69,141千円　3.6 ％
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教　育　費：小中学校、社会教育や保健体育など、教育各般に
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収益的 収支

資本的 収支
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村に入ったお金は21億3,810万3千円（対前年度伸率△4.4％）村が使ったお金は19億423万円（対前年度伸率△2.7％）

◆自主財源（自主的に歳入することができる財源）

地方交付税 ：

村　　　債 ：

国庫支出金 ：

県 支 出 金 ：

地方譲与税 ：

村の財源状況に応じて国から交付され
たお金

特定の事業を行うために国などから借
り入れたお金

特定の事業を行うために国から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

特定の事業を行うために県から交付さ
れた負担金、補助金などのお金

国税として徴収され、地方自治体へ譲
与されるお金

◆依存財源（国や県などから交付される財源）

村　　　税：村民税や固定資産税など、村民の皆さん
に納めていただいたお金

使用料及び手数料：村の施設の使用や住民票の交付など、特
定の行政サービスを受けた人に負担して
いただいたお金

消　防　費：

土　木　費：道路、公営住宅などの整備や維持管理に使ったお金

災害復旧費：災害によって道路や山林などに生じた被害を復旧
するために使ったお金

議　会　費：議会の運営などに使ったお金

消防や防災対策に使ったお金

衛　生　費：健康診断や各種検診、ごみ処理など健康で衛生的
な生活環境を保つために使ったお金
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2,109

866

1,013 1,008 991 987

2,222

1,957
1,843

1,560

2,213

1,892

2,236

1,956

2,091 2,047
2,223

2,484

2,138
1,904

総務費
546,428千円
28.7%

農林水産商工費
332,208千円
17.5%

民生費
183,552千円
9.6%

土木費
193,552千円
10.2%

衛生費
101,736千円
5.3%

教育費
146,609千円
7.7%

消防費
97,029千円
5.1%

公債費
204,313千円
10.7%

議会費・諸支出金
29,662千円　1.6%

災害復旧費
69,141千円　3.6 ％

歳　出

繰越金
280,439千円
13.1%

繰入金
152,330千円
7.1%

村　税
90,944千円
4.3%

使用料及び
手数料

17,619千円
0.8%

諸収入
37,414千円

1.7%

寄附金
20,318千円

1.0%

財産収入ほか
10,640千円

0.5%

地方交付税
987,231千円
46.2%

国庫支出金
115,400千円
5.4%

村　債
231,600千円
10.8%

県支出金
108,686千円
5.1%

地方譲与税・各種交付金
85,482千円　4.0%

依存財源 71.5％

自主財源
28.5％

歳　入
教　育　費：小中学校、社会教育や保健体育など、教育各般に

使ったお金

2,565

2,191

　  -

　  -

　  -

　  -
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９
月
の
定
例
村
議
会
に
お
い

て
、
１
名
の
議
員
に
よ
る
一
般

質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

■
福
西
議
員

問
職
員
懲
戒
処
分
と
公
金
管

理
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て

　

本
年
６
月
27
日
付
で
役
場
職

員
が
上
司
の
決
裁
を
経
ず
に
公

金
60
万
円
を
引
き
出
し
、
そ
の

紛
失
を
報
告
し
な
か
っ
た
と
し

て
、
懲
戒
処
分
（
定
職
６
か
月
）

を
受
け
た
件
が
公
表
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
れ
は
個
人
の
問
題
に
と
ど

ま
ら
ず
、
組
織
的
な
統
制
や
職

務
執
行
体
制
に
重
大
な
欠
陥
が

あ
っ
た
と
考
え
ま
す
。
そ
の
後

の
確
認
作
業
で
、
こ
の
職
員
は

村
の
業
務
に
加
え
、
村
内
の
地

域
団
体
の
会
計
も
一
手
に
管
理

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
れ
に
関
し
、
管
理
上
の
不

備
に
起
因
す
る
と
見
ら
れ
る
数

百
万
円
規
模
の
収
支
の
不
整
合

や
使
途
が
十
分
に
裏
付
け
ら
れ

て
い
な
い
支
出
が
確
認
さ
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
。
一
職
員
が
個
人

で
扱
う
に
は
不
相
応
な
規
模
で

あ
り
、
到
底
看
過
で
き
な
い
金

額
で
す
。

　

こ
れ
は
単
な
る
個
人
の
処
分

の
枠
を
超
え
、
組
織
と
し
て
の

内
部
牽
制
や
監
査
、
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
欠
如
が
疑
わ
れ
る
重
大
な

問
題
で
す
。

　

本
件
に
つ
い
て
外
部
機
関
に

よ
る
調
査
・
捜
査
が
進
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
伺
い
た
い
の
は

行
政
と
し
て
自
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス

や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
ど
う

立
て
直
し
、
再
発
防
止
を
図
る

か
と
い
う
点
で
す
。
本
村
の
行

政
に
対
す
る
信
頼
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
こ
の
事

態
を
重
く
受
け
止
め
、
以
下
の

３
点
を
お
伺
い
し
ま
す
。

①
処
分
に
至
る
ま
で
の
経
緯
と

情
報
公
開
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

本
件
は
発
覚
か
ら
処
分
ま
で

約
８
か
月
を
要
し
ま
し
た
。

　

こ
の
間
、
村
は
ど
の
よ
う
な

調
査
体
制
で
事
実
確
認
や
責
任

の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
き
た

の
か
、
そ
の
過
程
は
、
客
観
性

と
厳
正
さ
を
持
っ
て
行
わ
れ
た

の
か
、
ま
た
、
村
の
公
式
発
表

は
処
分
当
日
の
紙
面
１
枚
に
と

ど
ま
り
、
村
民
へ
の
説
明
は
十

分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
事
案
の

性
質
を
踏
ま
え
、
今
後
ど
の
よ

う
に
情
報
を
公
開
し
説
明
責
任

を
果
た
す
の
か
、
ご
見
解
を
お

伺
い
し
ま
す
。

②
公
金
管
理
と
、
公
会
計
ガ
バ

ナ
ン
ス
に
つ
い
て

　

決
裁
を
受
け
ず
に
60
万
円
の

公
金
を
引
き
出
し
、
そ
れ
を
紛

失
し
て
い
た
事
実
は
、
村
民
の

信
頼
を
損
な
い
、
行
政
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
崩
壊
を
示
す
深
刻
な
問

題
で
す
。

　

本
事
案
を
受
け
て
、
令
和
７

年
７
月
１
日
か
ら
「
上
北
山
村

準
公
金
取
扱
規
程
」
が
施
行
さ

れ
た
が
、
規
程
を
つ
く
る
だ
け

で
は
、
再
発
防
止
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

　

役
場
内
部
の
公
金
管
理
を
ど

う
再
構
築
す
る
か
、
内
部
統
制

の
見
直
し
、
職
員
研
修
、
管
理

職
へ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
教
育
な
ど
、
実
効
性
の
あ
る

措
置
を
ど
の
よ
う
に
講
じ
る
の

か
、
ご
見
解
を
お
伺
い
し
ま
す
。

③
補
助
金
交
付
団
体
へ
の
会
計

チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て

　

村
か
ら
の
補
助
金
や
委
託

料
を
受
け
る
地
域
団
体
で
も
、

当
該
職
員
が
長
期
間
に
わ
た
り

会
計
を
兼
任
管
理
し
て
い
た
結

果
、
収
支
に
不
整
合
が
生
じ
て

い
ま
す
。

　

外
部
団
体
に
対
す
る
補
助
金

監
査
を
ど
う
実
効
性
の
あ
る
も

の
に
し
て
い
く
の
か
、
現
行
の

補
助
金
交
付
先
へ
の
会
計
確
認

は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
そ
の

水
準
は
十
分
と
考
え
て
い
る

の
か
、
さ
ら
に
今
後
、
帳
簿
・

通
帳
・
証
憑
類
の
抜
き
打
ち
確

認
や
第
三
者
監
査
、
会
計
報
告

提
出
の
義
務
化
な
ど
、
監
査
制

度
を
ど
の
よ
う
に
強
化
す
る
の

か
、
ご
見
解
を
お
伺
い
し
ま
す
。

答
村
長

①
去
る
令
和
７
年
６
月
28
日
に

新
聞
報
道
の
あ
っ
た
不
適
正
会

計
で
の
職
員
処
分
に
つ
い
て
、

ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

令
和
７
年
３
月
、
企
画
政
策

課
所
管
の
上
北
山
村
地
域
活
性

化
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
の
令

和
６
年
度
事
業
の
事
務
引
継

ぎ
、
決
算
書
作
成
業
務
を
行
う

中
、
準
公
金
の
扱
い
で
あ
る
同

委
員
会
会
計
に
お
い
て
複
数
の

不
明
金
が
存
在
す
る
事
が
明
ら

か
と
な
り
ま
し
た
。

　

調
査
の
結
果
、
会
計
を
担
当

し
て
い
た
職
員
が
60
万
円
を
引

き
出
し
た
こ
と
を
認
め
、
か

つ
、
紛
失
し
た
と
弁
明
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
不
適
正
な
業

務
執
行
」
で
「
事
務
処
理
に
適

性
さ
を
欠
き
、
村
民
に
重
大
な

損
害
を
与
え
た
」
と
い
う
こ
と

で
令
和
７
年
６
月
27
日
付
で
停

職
６
ヶ
月
の
懲
戒
処
分
と
し
、

当
時
管
理
職
で
あ
っ
た
課
長
、

主
幹
に
つ
い
て
も
管
理
監
督
責

任
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
戒
告
処

分
と
し
同
日
に
公
表
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
不
祥
事
を
起
こ

し
、
実
行
委
員
会
会
員
の
皆

様
、
村
民
の
皆
様
に
多
大
な
る

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
た
こ
と
を

深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
件
に
関
し
て
、
当
該
職

令
和
7
年

９
月 
定
例
村
議
会

一
般
質
問
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員
が
関
与
す
る
他
団
体
の
会
計

に
お
い
て
も
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
同
様
の
不
明
金
が
存
在
す

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
た

め
、
更
に
調
査
を
進
め
、
現

在
、
村
の
調
査
結
果
情
報
を
受

け
て
不
明
金
が
確
認
さ
れ
て
い

る
、
上
北
山
村
地
域
活
性
化
イ

ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
、
奈
良
県

猟
友
会
上
北
山
村
支
部
、
企
画

政
策
課
親
睦
会
の
３
団
体
か
ら

９
月
１
日
付
け
で
当
該
職
員
に

対
し
て
、
会
計
業
務
遂
行
上
の

注
意
義
務
違
反
が
あ
る
と
し
て

民
法
７
０
９
条
の
不
法
行
為
に

基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
書
が
送

ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
、
捜
査
の
進
展
を
注
視

し
、
刑
事
告
訴
を
視
野
に
関
係

し
た
各
種
団
体
と
も
連
絡
を
密

に
し
、
協
議
し
な
が
ら
、
新
た

に
判
明
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

追
っ
て
厳
正
な
処
分
を
行
う
と

と
も
に
、
上
北
山
村
地
域
活
性

化
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
等
、

村
に
使
用
者
責
任
の
あ
る
団
体

に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
民

事
で
の
司
法
判
断
も
求
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

捜
査
等
に
支
障
の
な
い
範
囲

で
広
報
で
き
る
段
階
に
な
れ

ば
、
速
や
か
に
村
民
の
皆
さ
ま

へ
の
説
明
も
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

詳
細
な
処
分
に
至
る
ま
で
の

経
緯
に
つ
い
て
は
担
当
課
長
に

答
弁
さ
せ
ま
す
。

■
遠
藤
企
画
政
策
課
長

①
令
和
４
年
度
入
庁
の
当
該
職

員
は
４
年
度
か
ら
外
部
団
体
で

あ
る
奈
良
県
猟
友
会
上
北
山
支

部
会
計
を
担
い
、
令
和
５
年
度

か
ら
本
課
に
事
務
局
を
置
く
外

部
団
体
で
あ
る
上
北
山
村
観
光

協
会
及
び
上
北
山
村
地
域
活
性

化
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
の
会

計
も
担
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら

に
、
狩
猟
免
許
を
取
得
し
、
奈

良
県
猟
友
会
上
北
山
支
部
に
も

加
入
し
た
こ
と
か
ら
、
実
質
的

に
も
同
支
部
の
会
計
担
当
者
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
当
時
、
企
画
政
策
課
内

の
状
況
と
し
て
課
長
、
主
幹
を

除
い
て
、
令
和
５
年
度
４
月
１

日
時
点
在
籍
課
員
６
名
の
内
、

１
人
が
５
月
末
で
退
職
、
１
人

は
６
月
か
ら
病
気
休
暇
と
な
っ

て
お
り
、
課
長
、
主
幹
を
除
い

て
当
該
職
員
を
含
む
実
質
４
人

の
課
員
で
５
年
度
事
業
を
遂
行

し
て
い
ま
し
た
。

　

６
年
度
に
は
、
こ
の
４
人
の

う
ち
２
人
と
主
幹
が
人
事
異
動

で
異
動
と
な
っ
た
た
め
、
業
務

内
容
の
把
握
が
容
易
で
な
く
な

り
、
各
々
の
業
務
内
容
の
把
握

や
カ
バ
ー
が
困
難
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、

本
来
な
ら
令
和
６
年
４
月
か
ら

７
月
頃
ま
で
の
間
に
各
種
団
体

に
つ
い
て
決
算
処
理
を
す
る
と

こ
ろ
、
な
さ
れ
ず
に
時
間
が
経

過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
課

長
、
主
幹
か
ら
は
当
該
職
員
に

対
し
、
会
計
業
務
の
処
理
を
行

う
よ
う
再
三
に
渡
り
注
意
は
し

て
い
ま
し
た
が
、
一
向
に
な
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、

当
該
職
員
が
令
和
７
年
３
月
末

で
の
退
職
意
向
を
示
し
た
た

め
、
更
に
、
会
計
業
務
の
み
な

ら
ず
行
政
業
務
に
つ
い
て
も
処

理
を
行
う
よ
う
に
指
導
し
ま
し

た
が
、
一
向
に
報
告
さ
れ
ず
、

令
和
７
年
３
月
か
ら
本
課
の
主

幹
が
業
務
を
詳
し
く
調
べ
る

と
、
当
該
職
員
が
関
わ
る
外
部

団
体
の
通
帳
に
お
い
て
不
明
瞭

な
お
金
の
出
入
り
が
あ
り
、
書

類
も
整
っ
て
い
な
い
こ
と
が
発

覚
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
書
類

整
備
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、

３
月
10
日
か
ら
28
日
ま
で
の
間

に
３
回
に
渡
り
課
長
と
主
幹
で

聞
き
取
り
を
行
い
ま
し
た
。
回

答
内
容
が
そ
の
都
度
変
わ
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
ま
ま
退
職
さ
れ

て
は
真
相
究
明
が
で
き
な
い
と

判
断
し
、
退
職
願
を
保
留
扱
い

と
し
、
引
き
続
き
調
査
を
継
続

し
ま
し
た
。

　

３
月
末
ま
で
の
調
査
に
よ

り
、
上
北
山
村
観
光
協
会
、
大

台
ヶ
原
登
録
ガ
イ
ド
制
度
会

計
、
上
北
山
村
地
域
活
性
化
イ

ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
、
上
北
山

村
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
協
議

会
、
奈
良
県
猟
友
会
上
北
山
支

部
の
他
、
私
的
な
会
の
企
画
政

策
課
親
睦
会
も
含
め
て
、
６
つ

の
会
計
に
お
い
て
不
必
要
な
出

金
、
入
金
、
不
明
金
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
が
、
詳
細
に
つ

い
て
は
不
明
な
ま
ま
で
し
た
。

　

７
年
度
に
入
り
、
４
月
１

日
、
２
日
と
前
課
長
、
主
幹
が

当
該
職
員
へ
の
聞
き
取
り
を
行

い
ま
し
た
が
、
４
月
３
日
か
ら

は
、
当
該
職
員
は
体
調
不
良
で

休
暇
と
な
り
、
こ
の
間
に
警

察
、
法
律
事
務
所
へ
事
案
に
つ

い
て
の
相
談
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
内
部
調
査
を
進
め
た
結

果
、
先
の
６
つ
の
会
計
の
う

ち
、
不
明
金
が
存
在
す
る
の

は
、
上
北
山
村
地
域
活
性
化
イ

ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
、
奈
良
県

猟
友
会
上
北
山
支
部
、
企
画
政

策
課
親
睦
会
の
３
つ
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。

　

当
該
職
員
か
ら
４
月
21
日
に

は
出
勤
す
る
旨
の
連
絡
が
あ
っ

た
も
の
の
、
途
中
で
交
通
事
故

を
起
こ
し
負
傷
し
た
た
め
、
更

に
休
暇
延
長
と
な
り
自
宅
加
療

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
真
相
究

明
へ
の
聞
き
取
り
を
す
る
た
め

に
、
４
月
30
日
付
け
で
弁
明
機

会
の
付
与
の
文
書
を
発
出
し
５

月
13
日
に
出
勤
す
る
よ
う
期
日

指
定
し
ま
し
た
が
、
出
勤
予
定

前
日
に
当
該
職
員
か
ら
「
体
調

が
悪
く
、
休
ま
せ
て
欲
し
い
」

と
連
絡
が
あ
り
、
診
断
書
も
出

て
い
な
か
っ
た
た
め
診
断
書
提

出
を
催
促
し
、
そ
の
後
の
や
り

取
り
で
５
月
14
日
の
病
院
で
の

受
診
時
に
直
接
聞
き
取
り
面
談

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
も
、
体
調
的
に
可
能

な
ら
出
勤
す
る
よ
う
促
し
ま
し

が
出
勤
す
る
こ
と
は
無
く
、
そ

の
間
に
法
律
相
談
、
聞
き
取
り

面
談
、
警
察
相
談
等
を
行
い
、

６
月
27
日
付
け
に
て
上
北
山
村

地
域
活
性
化
イ
ベ
ン
ト
実
行
委

員
会
の
60
万
円
の
紛
失
の
件
を

以
っ
て
、
停
職
６
ヶ
月
の
懲
戒

処
分
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

発
覚
か
ら
処
分
に
至
る
ま

で
約
３
か
月
を
要
し
た
の
は
、

当
該
職
員
の
体
調
不
良
、
交
通

事
故
等
に
よ
り
出
勤
せ
ず
、
直
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接
事
実
確
認
が
出
来
な
か
っ
た

こ
と
が
大
き
な
要
因
で
す
。
ま

た
、
再
三
に
渡
る
聞
き
取
り
に

対
し
て
当
該
職
員
が
会
計
業
務

を
行
っ
て
い
た
各
種
団
体
不
明

金
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
と

述
べ
て
お
り
、
唯
一
、
イ
ベ
ン

ト
実
行
委
員
会
の
60
万
円
の
不

明
金
支
出
は
令
和
６
年
10
月
に

行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い

て
の
み
本
人
が
紛
失
し
た
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
件

を
以
っ
て
処
分
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

■
村
長　

②
本
件
の
核
心
は
、
職
務
分
掌

と
相
互
牽
制
の
不
足
、
現
金
・

Ａ
Ｔ
Ｍ
依
存
の
慣
行
、
通
帳
・

印
鑑
等
の
物
理
管
理
の
脆
弱

さ
、
そ
し
て
管
理
職
の
リ
ス

ク
感
度
と
日
常
監
督
の
不
足

に
あ
る
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
不
祥
事
を
受
け
、
再

発
防
止
を
最
優
先
に
、
準
公

金
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保

す
る
た
め
の
基
本
的
な
枠
組

み
と
し
て
、「
準
公
金
取
扱
規

程
」
を
新
た
に
策
定
し
、
準

公
金
に
関
す
る
事
務
の
届
出
、

帳
簿
の
作
成
、
収
支
の
記
録
、

定
期
的
な
報
告
や
監
査
と
い

っ
た
管
理
手
順
を
明
文
化
し
、

従
来
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た
部

分
を
明
確
に
位
置
づ
け
ま
し
た
。

ま
た
本
村
の
人
員
体
制
上
、

所
管
職
員
が
外
部
団
体
の
会

計
実
務
を
一
律
に
禁
ず
る
こ

と
は
困
難
で
す
が
、
村
職
員

の
み
で
抱
え
込
ま
な
い
体
制

づ
く
り
を
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
。
や
む
を
得
ず
兼
務
と

な
る
場
合
で
も
不
正
の
余
地

を
与
え
な
い
よ
う
、
次
の
対

策
を
直
ち
に
実
装
し
ま
す
。

・
準
公
金
の
収
入
や
支
出
、
現

金
管
理
に
つ
い
て
、
担
当
者

が
単
独
で
処
理
す
る
こ
と
を

避
け
、
複
数
の
職
員
が
関
与

す
る
仕
組
み
を
整
え
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
支
払
い
に
際

し
て
は
起
案
・
確
認
・
承
認

を
分
担
し
、
金
銭
の
授
受
に
つ

い
て
は
二
人
以
上
で
の
立
ち

会
い
を
原
則
と
し
ま
す
。
例

外
的
に
単
独
処
理
と
す
る
場

合
に
は
、
補
完
措
置
と
し
て
、

所
属
長
の
事
前
決
裁
、
翌
開

庁
日
ま
で
に
後
確
認
、
帳
簿
・

預
金
通
帳
・
証
憑
書
類
の
三

点
照
合
を
併
行
し
て
実
施
し

ま
す
。

・
現
金
抑
制
と
Ａ
Ｔ
Ｍ
出
金
の

原
則
禁
止
。
支
払
は
口
座
振

込
と
し
、
や
む
を
得
ず
現
金

と
な
る
場
合
は
事
前
決
裁
・

金
種
表
・
受
領
確
認
を
必
須

化
し
ま
す
。

・
日
次
確
認
と
月
次
照
合
、
証

憑
の
一
連
紐
づ
け
。
通
帳
、

帳
簿
、
証
憑
の
三
点
突
合
を

標
準
化
し
、
決
裁
か
ら
検
収
、

請
求
、
領
収
ま
で
の
連
続
性

を
確
保
し
ま
す
。

・
情
報
公
開
と
透
明
性
の
確

保
。
こ
れ
ま
で
は
年
度
末
に

ま
と
め
た
報
告
を
監
査
に
付

し
て
ま
し
た
が
、
今
後
は
半

年
ご
と
に
収
支
状
況
を
整
理

し
監
査
委
員
に
報
告
す
る
な

ど
、
外
部
の
目
に
常
に
触
れ

る
体
制
を
つ
く
り
ま
す
。

・
職
員
研
修
に
よ
る
意
識
改
革
。

　

準
公
金
は
村
民
の
信
頼
を

背
負
う
も
の
で
あ
る
と
い
う

意
識
を
全
職
員
が
持
つ
こ
と

が
肝
要
で
あ
り
、
今
後
、
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
研
修
を
行

い
、
不
適
正
な
取
扱
い
を
決

し
て
許
さ
な
い
と
い
う
風
土

を
育
み
ま
す
。

③
今
後
は
次
の
と
お
り
運
用

を
見
直
し
ま
す
。

・
会
計
報
告
の
厳
格
化

　

補
助
金
を
受
け
る
全
て
の

団
体
に
対
し
、
監
査
報
告
書

の
提
出
を
必
須
と
し
ま
す
。

書
類
の
不
備
や
遅
延
が
あ
る

場
合
、
翌
年
度
の
補
助
金
交

付
に
影
響
し
得
る
こ
と
を
明

確
化
し
ま
す
。

・
収
支
報
告
確
認
時
の
照
合
の

対
象
を
限
定
し
ま
す
。

　

少
人
数
体
制
の
実
情
を
踏

ま
え
、
村
職
員
が
会
計
実
務

と
し
て
関
与
し
て
い
る
任
意

団
体
に
限
り
、
年
度
末
に
監

査
報
告
書
の
内
容
を
補
完
す

る
形
で
、
通
帳
写
し
や
主
要
証

憑
と
の
照
合
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
以
外
の
団
体
に
つ
い
て

は
、
提
出
さ
れ
た
監
査
報
告

書
の
内
容
確
認
を
基
本
と
し
、

必
要
に
応
じ
て
追
加
資
料
の

提
出
を
求
め
る
取
扱
い
と
し

ま
す
。

・
一
律
の
会
計
チ
ェ
ッ
ク
体
制

の
明
確
化
。

団
体
の
規
模
や
事
業
内
容
に

か
か
わ
ら
ず
共
通
に
求
め
る

基
準
と
し
て
、「
提
出
期
限
の

厳
守
」「
監
査
報
告
書
の
内
容

の
妥
当
性
・
整
合
性
の
確
認
」

「
主
要
経
費
の
支
出
目
的
・
金

額
・
事
業
期
間
と
の
適
合
性

の
確
認
」
を
一
律
に
適
用
し

ま
す
。
そ
の
上
で
、
証
憑
・

通
帳
写
し
と
の
個
別
照
合
は

村
職
員
が
役
員
や
会
計
実
務

と
し
て
関
与
し
て
い
る
任
意

団
体
に
限
定
し
て
実
施
し
、

限
ら
れ
た
体
制
の
中
で
も
実

効
性
を
確
保
し
ま
す
。

■
福
西
議
員

　

今
後
の
再
発
防
止
策
を
ど
の

よ
う
な
方
法
で
と
っ
て
い
く
の

か
、
お
伺
い
し
ま
す
。

■
遠
藤
企
画
政
策
課
長

　

ま
ず
三
つ
の
団
体
に
つ
い
て

は
9
月
1
日
付
で
、
当
該
職
員

に
賠
償
請
求
書
が
送
ら
れ
て
い

ま
す
。

二
つ
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
村

の
使
用
者
責
任
が
あ
る
よ
う
な

団
体
で
は
な
い
の
で
、
個
別
の

内
容
や
再
発
防
止
策
に
つ
い

て
、
村
か
ら
は
か
申
し
上
げ
に

く
い
の
で
す
が
、
村
の
職
員
が

会
計
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
が
あ

る
場
合
に
は
、
帳
票
類
や
取
扱

い
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
再
発

防
止
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

■
福
西
議
員

　

一
般
村
民
の
方
々
に
は
ど

の
よ
う
に
お
伝
え
す
る
の
で
し

ょ
う
か
。
再
発
防
止
策
や
賠
償

請
求
を
し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
ま
す
が
、
村
民
の
大
事
な

公
金
が
使
わ
れ
て
い
る
状
況
の

報
告
で
は
な
く
、
説
明
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
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■
北
室
総
務
課
長

　

本
来
、
こ
う
い
っ
た
事
案
に

関
し
て
は
住
民
説
明
会
等
々
を

開
く
の
か
と
思
い
ま
す
が
、
今

の
と
こ
ろ
、
予
定
し
て
お
り
ま

せ
ん
。
警
察
の
捜
査
へ
の
影
響

を
確
認
し
た
上
で
、
公
表
が
可

能
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
関
し

て
、
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
と
い
う
形
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

■
福
西
議
員

　

9
月
1
日
付
で
民
法
７
０
９

条
に
基
づ
い
て
賠
償
請
求
を
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
他
の

団
体
、
猟
友
会
、
親
睦
会
等
は

使
用
者
責
任
に
該
当
す
る
の
か

ど
う
か
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
遠
藤
企
画
政
策
課
長

　

上
北
山
村
地
域
活
性
化
イ
ベ

ン
ト
実
行
委
員
会
で
す
が
、
代

表
は
村
長
と
な
っ
て
お
り
、
事

務
は
全
て
、
企
画
政
策
課
で
行

い
、
事
業
内
容
に
つ
い
て
も
全

て
村
が
絡
ん
で
い
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
意
味
か
ら
、
使
用
者
責

任
と
し
て
、
当
然
あ
る
と
考
え

ま
す
。

奈
良
県
猟
友
会
上
北
山
村
支

部
に
つ
い
て
は
、
外
部
団
体
で

あ
り
、
本
来
は
、
会
員
の
中
で
、

事
務
を
担
っ
て
い
た
だ
く
団
体

で
す
。

猟
友
会
の
書
類
に
関
し
て
は

担
当
者
が
処
理
を
し
ま
す
が
、

課
長
主
幹
は
決
裁
に
か
か
わ
ら

ず
、
村
長
・
副
村
長
に
関
し
て

も
同
様
で
使
用
者
責
任
は
な
い

と
考
え
ま
す
。
親
睦
会
に
関
し

て
は
私
的
団
体
で
す
の
で
当
然

使
用
者
責
任
は
無
い
と
考
え
ま

す
。

■
福
西
議
員

　

民
法
第
７
１
５
条
で
の
職

務
の
執
行
に
つ
い
て
第
三
者

が
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、

使
用
者
も
責
任
賠
償
を
問
う

と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
外
部
団
体
で
あ
っ

て
も
、
や
は
り
村
の
職
員
が

会
計
管
理
し
て
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
使
用
者
責
任
が
あ
る

気
が
し
ま
す
。
役
場
が
決
め

る
こ
と
だ
と
は
思
う
の
で
す

が
、
賠
償
請
求
な
ど
も
そ
れ

ぞ
れ
で
行
っ
て
く
れ
と
い
う

の
で
は
な
く
、
色
々
な
見
地

や
知
識
も
経
験
も
あ
る
行
政

に
丁
寧
な
対
応
を
願
い
し
ま

す
。

問
川
遊
び
来
訪
者
増
加
に
伴

う
環
境
負
荷
対
策
に
つ
い
て

　

近
年
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
契
機

と
し
て
上
北
山
村
の
川
遊
び

ス
ポ
ッ
ト
が
注
目
さ
れ
、
か

つ
て
な
い
規
模
で
来
訪
者
が

押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

村
の
知
名
度
向
上
や
観
光

振
興
に
寄
与
す
る
好
機
で
は

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
裏
側
で

は
深
刻
な
課
題
が
急
速
に
顕

在
化
し
、
村
の
自
然
環
境
と

住
民
生
活
を
脅
か
す
状
況
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
ご
み
の
散

乱
や
不
法
投
棄
な
ど
に
よ
る

環
境
悪
化
、
路
上
駐
車
や
無

秩
序
な
駐
車
に
よ
る
交
通
障

害
、
安
全
面
の
懸
念
、
騒
音

や
マ
ナ
ー
違
反
に
よ
る
住
民

生
活
へ
の
悪
影
響
、
河
川
環

境
や
生
態
系
へ
の
持
続
的
な

負
荷
、
と
い
っ
た
問
題
が
現

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
放
置
す

れ
ば
、
村
が
誇
る
豊
か
な
自

然
資
源
が
損
な
わ
れ
る
だ
け

で
な
く
、
観
光
の
質
そ
の
も

の
が
低
下
し
、
将
来
的
に
は
、

来
訪
者
数
の
減
少
や
村
の
ブ

ラ
ン
ド
力
低
下
に
も
つ
な
が

り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

村
と
し
て
環
境
負
荷
軽
減

を
最
優
先
か
つ
最
重
要
の
課

題
と
し
て
位
置
づ
け
、
来
訪

者
増
を
持
続
可
能
な
も
の
と

す
る
た
め
、
ス
ピ
ー
ド
感
を

持
っ
て
仕
組
み
を
構
築
し
、

そ
の
方
針
を
明
確
に
示
す
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

①
環
境
負
荷
の
軽
減
に
向
け

て
、
村
と
し
て
は
ゴ
ミ
の
持

ち
帰
り
の
徹
底
を
基
本
と
し
、

看
板
設
置
や
啓
発
活
動
を
強

化
す
る
と
と
も
に
、
繁
忙
期

に
は
道
の
駅
駐
車
場
の
駐
車

規
制
や
利
用
エ
リ
ア
の
ゾ
ー

ニ
ン
グ
を
行
い
、
警
備
員
・

監
視
員
に
よ
る
利
用
者
誘
導

や
ル
ー
ル
周
知
を
徹
底
す
る

な
ど
、
巡
回
体
制
の
強
化
に

よ
る
安
全
確
保
を
図
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

　

さ
ら
に
、
河
川
敷
の
整
備
・

区
画
整
理
に
加
え
、
繁
忙
期

に
は
臨
時
的
に
仮
設
ト
イ
レ

や
簡
易
ゴ
ミ
集
積
所
を
設
置

す
る
な
ど
、
利
用
環
境
を
改

善
し
つ
つ
秩
序
あ
る
観
光
利

用
を
促
す
具
体
策
を
検
討
す

べ
き
と
考
え
ま
す
が
、
ご
見

解
を
お
伺
い
し
ま
す
。

②
川
遊
び
来
訪
者
の
増
加
は
、

ゴ
ミ
散
乱
や
無
秩
序
駐
車
な

ど
に
よ
る
環
境
・
生
活
へ
の

負
荷
を
深
刻
化
さ
せ
る
一
方

で
、
宿
泊
や
飲
食
、
特
産
品

購
入
、
道
の
駅
や
観
光
施
設

の
利
用
と
い
っ
た
村
内
経
済

の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
大

き
な
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

　

村
と
し
て
こ
の
影
響
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
、
環
境
負

荷
の
軽
減
と
経
済
効
果
の
拡

大
を
ど
の
よ
う
に
両
立
さ
せ

る
の
か
、
自
然
を
大
切
に
し

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
訪
れ
る
方
々

に
今
後
も
継
続
的
に
足
を
運

ん
で
い
た
だ
く
環
境
整
備
に

つ
い
て
、
ご
見
解
を
お
伺
い

し
ま
す
。

答
村
長

①
今
夏
の
対
応
と
し
て
、
啓

発
面
で
は
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
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の
火
気
の
使
用
、
ゴ
ミ
の
放

置
、
水
を
汚
す
行
為
を
禁
止

す
る
看
板
を
河
合
、
小
橡
地

区
の
河
川
降
り
口
に
計
21
枚

と
ク
マ
誘
引
防
止
協
力
看
板

２
枚
、
川
を
大
切
に
利
用
し

て
頂
き
た
い
旨
の
啓
発
看
板

を
15
枚
設
置
し
ま
し
た
。
ま

た
、
道
の
駅
駐
車
場
に
は
長

時
間
駐
車
、
ゴ
ミ
の
放
置
、

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
火
気
の
使

用
を
禁
止
す
る
カ
バ
ー
タ
イ

プ
看
板
を
設
置
し
ま
し
た
。

そ
の
他
、
お
盆
期
間
は
毎
日

午
前
11
時
と
13
時
に
河
合
地

区
と
小
橡
地
区
の
屋
外
ス
ピ

ー
カ
ー
に
て
、
ゴ
ミ
の
持
ち

帰
り
を
促
す
放
送
を
行
い
ま

し
た
。
利
用
者
誘
導
や
ル
ー

ル
周
知
は
、
消
防
消
化
用
給

水
管
付
近
の
村
道
及
び
に
河

川
消
防
道
に
駐
車
さ
れ
な
い

よ
う
、
コ
ー
ン
を
設
置
す
る

な
ど
対
策
を
行
い
、
道
の
駅

の
駐
車
場
警
備
に
つ
い
て
も

ガ
ー
ド
マ
ン
を
配
置
し
、
ホ

テ
ル
前
薬
師
橋
か
ら
の
飛
び

込
み
禁
止
の
注
意
喚
起
と
ホ

テ
ル
駐
車
場
へ
の
進
入
防
止

の
た
め
に
、
追
加
で
ガ
ー
ド

マ
ン
を
配
置
し
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
村
と
し
て
も
、
出

来
る
限
り
の
ル
ー
ル
啓
発
活

動
と
駐
車
対
策
を
行
い
ま
し
た
。

　

ゴ
ミ
の
問
題
は
、
先
の
啓

発
看
板
設
置
や
屋
外
ス
ピ
ー

カ
ー
放
送
に
よ
る
注
意
喚
起

の
他
、
現
場
対
応
と
し
て
、

夏
の
繁
忙
期
の
環
境
パ
ト
ロ

ー
ル
員
の
増
員
の
た
め
募
集

を
行
い
、
２
名
体
制
を
と
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
８
月
10

日
～
17
日
の
間
、
平
日
は
住

民
課
・
企
画
政
策
課
職
員
が
、

休
日
は
管
理
職
員
が
交
代
で

河
川
巡
回
を
行
い
ゴ
ミ
の
回

収
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

環
境
パ
ト
ロ
ー
ル
員
に
よ

る
と
、
車
、
テ
ン
ト
、
人
の

数
と
も
昨
年
よ
り
多
い
で
す

が
、
ゴ
ミ
の
量
は
全
体
的
に

昨
年
よ
り
少
な
い
印
象
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

　

一
方
で
、
道
の
駅
や
喫
茶

店
の
敷
地
内
へ
の
大
量
の
ゴ

ミ
の
放
置
、
道
路
端
の
側
溝

の
中
、
電
信
柱
の
た
も
と
へ

ま
と
め
て
放
置
な
ど
、
川
か

ら
持
っ
て
上
が
っ
て
か
ら
放

置
す
る
人
が
増
加
し
て
い
る

印
象
を
受
け
ま
す
。

　

道
の
駅
駐
車
場
の
駐
車
規

制
や
利
用
エ
リ
ア
の
ゾ
ー
ニ

ン
グ
に
つ
い
て
、
利
用
目
的

に
よ
っ
て
駐
車
規
制
、
エ
リ

ア
分
け
す
る
と
し
て
も
、
実

効
性
の
あ
る
も
の
に
す
る
た

め
に
は
、
案
内
人
員
を
貼
り

付
け
る
必
要
が
あ
り
、
キ
ャ

パ
オ
ー
バ
ー
と
な
っ
た
車
を
、

例
え
ば
、
と
ち
の
木
セ
ン
タ

ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
誘
導
す
る

と
な
る
と
、
更
に
周
辺
住
民

と
の
調
整
や
追
加
の
人
員
配

置
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

河
川
敷
の
整
備
、
区
画
整

理
に
に
つ
い
て
は
、
火
災
時

の
消
防
活
動
上
の
観
点
か
ら

駐
車
禁
止
区
域
を
ペ
イ
ン
ト

す
る
な
ど
は
検
討
で
き
る
と

考
え
ま
す
。

　

仮
設
ト
イ
レ
や
簡
易
ゴ
ミ

集
積
所
の
設
置
に
つ
い
て
は

河
川
敷
で
は
増
水
時
に
流
失

す
る
危
険
性
が
あ
り
、
国
道

端
等
で
は
周
辺
住
民
の
ご
理

解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

特
に
ゴ
ミ
集
積
所
に
つ
い
て

は
協
力
金
徴
収
の
場
合
は
必

須
で
あ
り
、
無
料
の
場
合
は

人
を
配
置
し
な
い
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
と
懸
念
し
て
ま
す
。

　

今
回
ご
提
案
頂
い
た
案
件

を
含
め
て
、
来
年
度
に
向
け

て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し

て
行
く
の
か
、
具
体
策
に
つ

い
て
再
度
検
討
を
重
ね
て
参

り
ま
す
。

②
村
と
し
て
も
オ
ー
バ
ー
ツ

ー
リ
ズ
ム
の
状
況
で
は
あ
る

が
、
一
定
の
経
済
的
恩
恵
は

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

道
の
駅
と
上
北
山
温
泉
の

８
月
の
利
用
人
数
は
道
の
駅

の
昨
年
８
月
の
利
用
人
数
７
，

７
５
３
人
に
対
し
、
今
年
の

８
月
は
９
，
０
８
１
人
で

昨
年
の
約
1.2
倍
、
売
上
は
1.14

倍
、
上
北
山
温
泉
の
昨
年
８

月
入
湯
者
数
２
，
７
８
３
人

に
対
し
、
今
年
の
８
月
は
４
，

５
３
５
人
で
昨
年
の
約
1.6
倍
、

売
上
は
1.87
倍
で
し
た
。

　

環
境
と
経
済
の
両
立
を
目

指
す
上
で
、
抜
本
的
な
対
策

が
打
て
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、

決
め
手
が
無
く
、
試
行
錯
誤

を
繰
り
返
し
て
お
り
ま
す
。

周
辺
町
村
の
情
報
収
集
を
行

い
な
が
ら
、
地
元
住
民
の
方
々

の
ご
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
、

継
続
し
て
警
備
員
配
置
と
環

境
パ
ト
ロ
ー
ル
巡
回
、
啓
発

看
板
設
置
、
屋
外
放
送
に
よ

る
マ
ナ
ー
遵
守
を
促
す
対
策

を
行
う
と
と
も
に
、
更
な
る

対
応
を
検
討
し
、
今
後
も
継

続
的
に
訪
れ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
ブ
ラ
ン
ド
価
値
の
向
上

に
取
り
組
み
、
快
適
か
つ
安

心
し
て
楽
し
め
る
上
北
山
村

の
川
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
よ

う
努
力
し
て
参
り
ま
す
。

■
福
西
議
員

　

様
々
な
問
題
解
決
の
方
法

を
役
場
だ
け
で
考
え
て
も
限

界
が
あ
り
、
事
業
を
増
や
し

て
も
オ
ー
バ
ー
ワ
ー
ク
に
も

な
る
の
で
、
他
の
地
域
団
体

と
協
議
会
を
つ
く
っ
て
、
こ

う
い
っ
た
ご
み
問
題
に
つ
い

て
取
り
組
む
の
は
ど
う
で
す

か
？

答
村
長

　

協
議
会
の
発
足
に
つ
い
て
、

村
民
の
方
の
ご
協
力
が
得
ら

れ
る
の
で
あ
れ
ば
い
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
形
で

進
め
て
い
け
る
の
な
ら
、
村

民
が
自
ら
自
分
の
村
は
自
分

で
守
っ
て
い
く
と
い
う
意
識

の
向
上
に
つ
な
が
る
と
思
い

ま
す
。

そ
の
辺
り
に
つ
い
て
、
担
当

課
等
々
と
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
。
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　10月11日（土）、やまゆり学園において「やまゆり学園村民大運動会」が開催されました。
残念ながら雨模様でしたが、開会式の後「虎視眈々と競争（かけっこ・徒競走）」を皮切りにスター
ト。
　日ごろの練習の成果を発揮して笑顔で身体を動かしました。

令和7年度やまゆり学園運動会令和7年度やまゆり学園運動会

令和7年秋の交通安全運動啓発活動の実施令和7年秋の交通安全運動啓発活動の実施

　9月21日（日）から30日（火）までの10日間、秋の全国交通安全運動が実施されました。
　本村では、同月30日（火）、早朝より道の駅（総合案内センター）前の国道169号で村交通安全協
会役員及び吉野警察署の方々により通行車両に対し、啓発物品の配布及び安全運転の呼びかけが行わ
れ、啓発運動終了後には村内のカーブミラー清掃も行われました。
　村民の皆様におかれましては、1年を通して交通ルールを遵守し、安全運転を心掛けてくださいま
すようお願いいたします。

村の出来事Topics
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　9月 25日（木）にフォレストかみきた 2階大広間にて健康ヨガ教室が行われました。
　インストラクターに北岡千佳さんを迎え、初心者向けのプログラムを実施し 10名を
超える方が参加されました。
　「呼吸を意識して、無理の無い範囲でおこなってください」と丁寧な指導をうけなが
ら、真剣な表情で身体を動かしていました。
　参加された方からは「普段意識していなかったけど、膝にすごく力が入っていた」
　「自分が思っている以上に身体が固くなっていたので気を付けようと思った」といっ
た声があり、自身の体を見直すよい機会になったと喜ばれていました。
　次回開催も予定されています！日時が決定次第お知らせいたしますので、是非お気軽にご参加ください。

健康ヨガ教室健康ヨガ教室

　9月28日（日）、道の駅にて「かみきた山のめぐみ市」が開催されました。
　「かみきた山のめぐみ市」は、月に一度開催されており、手作りのパンや村内で作られた新鮮な野菜、軽食
の出店販売が行われています。今月はゴーヤやなすびといった大きな夏野菜が並んでいました。
　次回の開催は10月26日（日）です。 商品の出品や出店は「がんばろらえ！かみきた（TEL080-5303-8009）」
で随時募集しています。

かみきた山のめぐみ市かみきた山のめぐみ市

　10月 9日（木）に小橡健民グラウンドにて吉野警察署長杯のグラウンドゴルフ大会が開催されました。
　台風で開催が心配されていましたが、当日は快晴で、心地よい秋風の中での開催となり、19名の方が参加されました。
　吉野警察署さくら警察庁舎の荒井所長と河合駐在所の芳倉所長を迎え、特殊詐欺や交通安全に関する講話を聴い
た後、大会がスタート。「ナイスショット！」「ああ、おしい」とグラウンド中に元気な声とボールを打つ軽快な音
が響きました。

グラウンドゴルフ大会～吉野警察署長杯～グラウンドゴルフ大会～吉野警察署長杯～

村の出来事Topics
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年金だより

　日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を「ねんきん月間」と位置付け、国民の
皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための取り組みを行っています。
　また、11月30日の「年金の日」は、国民の皆さまに「ねんきんネット」等を活用してご自身の
年金記録や年金受給見込額を確認していただき、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただくこ
とを目的にしています。
　なお、令和7年度の「年金の日」（11月30日）は日曜日ですが、分室を除く、全ての年金事務
所で年金相談を実施します。

●年金セミナーや年金制度説明会の実施
　教育機関や企業等で、年金セミナーや年金制度説明会を、全
国各地の様々な場所（市区町村、自治会、商業施設及びその他
イベント会場等）で出張年金相談会をそれぞれ実施します。

●「わたしと年金」エッセイアニメーション動画の公開
　「わたしと年金」エッセイの過去受賞作品をアニメーション
化し、厚生労働省YouTubeへのアップロード及び機構ホーム
ページへの掲載を行います。

● SNSでのミニ講座の発信
　機構公式X（旧Twitter）及び機構公式Facebookを活用した
公的年金制度や手続きの案内に関するミニ講座を発信します。

●機構ホームページ内に「ねんきん月間」ページを設置
　全国の年金事務所の取り組み案内のほか、分かりやすく年金
制度について学べるコンテンツを掲載します。

● 「わたしと年金」をテーマにしたエッセイ受賞作品の公表
　例年、広く国民の皆様から、応募者ご自身やご家族との公的
年金制度の関わり、公的年金への考えなどをテーマにしたエッ
セイを募集しており、令和7年度の受賞作品を機構ホームページ
に公開する予定です。

● 年金委員表彰式の開催
　年金委員（※）の公的年金に係る事業の円滑な推進、年金委
員活動の更なる活性化を目的として、功績が特に顕著と認めら
れる方に対し、表彰状を授与します。
※年金の制度や手続きについて、会社や地域において周知・啓
発、相談、助言などの活動を行う民間協力員です。

「ねんきん月間」「年金の日」の主な活動予定
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秋の火災予防運動

　今年も全国一斉に秋の火災予防運動を実施します。
この運動は、みなさま方に火災予防の意識を高めていただき、火災の発生を防止して尊い
生命と貴重な財産を守ることを目的としています。
　また、令和７年１月から奈良県広域消防組合管内において、一般住宅の火災による死傷
者が多数発生しています。住宅火災による逃げ遅れゼロへの取り組みとして、下記の４つ
の習慣・６つの対策を実施していただき、火災から大切な「いのち」を守りましょう。

● 寝たばこはやめましょう
● ストーブから燃えやすいものを
離しましょう

● こんろから離れるときは火を消
しましょう

● コンセントはほこりを清掃し不
必要なプラグは抜きましょう

「　急ぐ日も　足止め火を止め　準備よし　」

● ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使いま
しょう

● 住宅用火災警報器で逃げ遅れを防ぎましょう
● 防炎製品の寝具・カーテンを使用しましょう
● 火災を小さいうちに消すため、消化器を設置しましょう
● 近所の協力でお年寄りや体の不自由な人を　　　　　
守りましょう

● 防火防災訓練や戸別訪問で地域を守りましょう

奈良県広域消防組合 
マスコットキャラクター 
「まほろ隊長」

奈良県広域消防組合　吉野消防署 TEL 0746-32-1011

育
休
マ
マ
の
ト
ー
ク
サ
ロ
ン

　
　
　
　
　
　 

〜
家
事
タ
ス
ク
編
〜

　
復
職
前
の
様
々
な
不
安
に
つ
い
て
、
働
く
マ
マ

同
士
で
気
軽
に
お
話
し
ま
せ
ん
か
？
自
分
ら
し

く
働
き
続
け
る
た
め
に
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

夫
婦
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

■
日
時

　
11
月
26
日（
水
）午
前
10
時
〜
11
時
30
分

■
場
所

　
奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

　
奈
良
市
西
木
辻
町
９
３
ー
６

　
エ
ル
ト
ピ
ア
奈
良
１
階

■
対
象

　
育
児
休
業
や
産
前
産
後
休
暇
中
の
方

　
育
児
休
業
か
ら
復
帰
し
て
お
お
む
ね
１
年
以
内
の
方

■
定
員
　
15
人（
先
着
順
）

■
申
込
　
11
月
19
日（
水
）

　
13
時
ま
で
に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
よ
り

　
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
お
電
話
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

■
託
児
所（
先
着
順
）

　
定
員
10
名
・
無
料
。開
催
日
時
点
で
６
ヶ
月

　
以
上
修
学
前
ま
で
の
子
ど
も
に
限
る

■
お
問
い
合
わ
せ

　
奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
７
４
２
ー
２
３
ー
５
７
３
０

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
７
４
２
ー
２
３
ー
５
７
５
７

定
年
後
の
キ
ャ
リ
ア
チ
ェ
ン
ジ
相
談

窓
口
を
開
設
し
ま
し
た

　
令
和
７
年
度
よ
り
定
年
後
の
キ
ャ
リ
ア
チ
ェ

ン
ジ
相
談
窓
口
を
設
置
し
て
い
ま
す
。転
職
、
企

業
、
地
域
貢
献
活
動
な
ど
高
齢
者
の
様
々
な

ニ
ー
ズ
に
対
し
、相
談
員
が
適
切
な
支
援
策
へ
橋

渡
し
す
る
こ
と
で
、
社
会
で
の
活
躍
を
応
援
し

ま
す
。ご
利
用
の
方
は
お
電
話
ま
た
は
直
接
ご

来
所
く
だ
さ
い
。

■
場
所

　
奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

　
奈
良
市
西
木
辻
町
９
３
ー
６

　
エ
ル
ト
ピ
ア
奈
良
１
階

■
お
問
い
合
わ
せ

　
奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
７
４
２
ー
２
３
ー
５
７
３
０

　
Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
７
４
２
ー
２
３
ー
５
７
５
７

ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
公
共
職
業
訓

練
）の
ご
案
内

　
ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
公
共
職
業
訓
練
）
を

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。原
則
受
講
料
無
料
で
受
講

で
き
る
職
業
訓
練
で
、
希
望
さ
れ
る
仕
事
に
就

く
た
め
に
必
要
な
ス
キ
ル
や
知
識
な
ど
を
習
得

で
き
ま
す
。就
職
へ
の
サ
ポ
ー
ト
も
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
が
行
い
ま
す
。

　
パ
ソ
コ
ン
操
作
や
W
E
B
デ
ザ
イ
ン
、
介
護
、

美
容
、も
の
づ
く
り
等
様
々
な
コ
ー
ス
が
あ
り
ま

す
。募
集
中
の
コ
ー
ス
は
奈
良
労
働
局
H
P
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
お
申
し
込
み
に
つ
い
て
は
、
ご
住
所
管
轄
の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署河合駐在所

吉野消防署北山分署
２－０００５

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力送配電㈱高田配電営業所
０８００－７７７－８８１０

退職金で、会社にも従業員にも活力を！
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　膵臓は、胃の後ろにあり、幅３～４㎝、長さ１５㎝ぐらいの細長い臓器で２つの働きをしてい
ます。食べ物の消化を助ける消化液である膵液を出し、膵管を通じて十二指腸（じゅうにしちょ
う）に排出する機能と、血糖を調節するインスリンなどの各種ホルモンを作る機能があります。
　膵臓にできる膵臓がんは、主に膵管から発生しますが、大きさが小さい時では症状が出にく
く、また小さくても転移しやすいため、進行した状態で見つかることが多い、予後の悪い怖いが
んとして知られています。
　膵臓がんは近年増加傾向にあり、年間約４万５０００人の方が膵臓がんと診断されていて、こ
れは約３０００人に１人が膵臓がんになるという頻度です。
　がんが膵臓内にとどまり、かつリンパ節への転移がない病期のステージⅠでは、５年生存率は
約４０～６０％です。しかし約半数の方が進行転移した状態であるステージⅣで診断され、５年
生存率はわずか１％台であるため、がんの早期発見がとても重要です。
　膵臓がんは、特定の自覚症状がないため早期発見が難しい病気で、進行すると、食欲不振、お
腹が張る感じ、腹痛・背中の痛み、黄疸、体重減少などが起こり、糖尿病の血糖値が悪化して診
断されることもあります。
　診断は、膵酵素（すいこうそ）、腫瘍（しゅよう）マーカーを含む血液検査、超音波検査、内
視鏡・画像検査で診断しますが、最初の画像検査は体への負担の少ない腹部超音波が有用です。
　膵臓がんになりやすい危険因子は、５０歳以上・肥満・喫煙・大量飲酒・糖尿病・膵臓がんの
家族歴・慢性膵炎・膵のう胞などがあり注意が必要で、危険因子を持つ方も含め、膵臓がんの早
期発見のためには定期的に検査をすることが重要です。

奈良県医師会

膵臓がん

お気軽に
お問合せください

場　所

連絡先

奈良県医師会館 1階 県民健康サービス室 (近鉄大和八木駅から北へ徒歩7分)

〒634-8502 橿原市内膳町5-5-8 奈良県医師会各主催部会

TEL 0744-22-8502　FAX 0744-23-7796

連絡先 奈良県医師会皮膚科部会事務局

TEL 0744-22-8502　FAX 0744-23-7796 

奈良県医師会の学術部会が行う健康相談 奈良県医師会の学術部会が行う健康相談 
相談日の種類

精神科に関する健康相談

●「ひふの日」記念講演会・相談会のご案内

目の健康相談

内科疾患に関する健康相談

11月11日[火]
午後1時～2時

11月11日[火]
午後2時～3時

11月26日[水]
午後2時～3時

予約必要
※受付締切 11月25日(火)

予約必要
※受付締切 11月6日(木)

日　時 予約の必要 主催する部会

奈良県医師会
内科部会

奈良県眼科医会

予約必要
※受付締切 11月4日(火)

奈良県医師会
精神々経科部会

講演会名

「ひふの日」
記念講演会・相談会

※奈良県医師会皮膚科部会

奈良県臨床皮膚科医会

日　時 場　所 内　容

学園前ホール
（奈良市西部会館市民ホール）

奈良市学園南3丁目1番5号
西部会館 3F

「進展しているアトピー性皮膚炎治療
 ～生活環境を整えながら新規治療の検討も～」
近畿大学奈良病院 皮膚科 
　　　　　　　     教授 大磯直毅 先生

11月3日（月・祝）
午後2時～4時

（相談会：先着50名）

※開場 午後1時30分～

※同時刻より相談会の整理
　番号を配布いたします ※講演会終了後、15時頃より皮膚科専門医

による無料相談会を実施いたします。
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イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
起
こ
る
病
気
で
す
。

　
日
頃
か
ら
手
洗
い
の
徹
底
や
咳

エ
チ
ケ
ッ
ト
を
意
識
し
感
染
予
防

を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
主
な
症
状
は
38
℃
以
上
の
発

熱
、
頭
痛
、
関
節
痛
、
筋
肉
痛
、

の
ど
の
痛
み
、
鼻
水
、
咳
等
の
症

状
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
主
な
感
染

経
路
は
咳
や
く
し
ゃ
み
に
よ
る
飛

沫
感
染
、
あ
る
い
は
手
指
な
ど
身

体
に
つ
い
た
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ

イ
ル
ス
が
鼻
や
口
等
に
入
り
感
染

す
る
接
触
感
染
に
な
り
ま
す
。

　
日
本
で
は
例
年
12
月
か
ら
3
月

に
流
行
し
ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
の
効

果
は
接
種
後
約
2
週
間
で
現
れ
、

約
5
ヶ
月
間
持
続
す
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
ワ
ク
チ
ン
接

種
は
一
般
的
に
10
月
か
ら
12
月
中

旬
ま
で
の
間
に
行
う
の
が
良
い
で

し
ょ
う
。

　
特
に
基
礎
疾
患
の
あ
る
方
や
高

齢
の
方
は
肺
炎
や
脳
症
な
ど
の
合

併
症
が
現
れ
る
な
ど
、
重
症
化
す

る
恐
れ
が
あ
る
た
め
ワ
ク
チ
ン
接

種
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。

●
ほ
か
の
人
に
う
つ
さ
な
い
た
め

に
は
？

★
マ
ス
ク
を
す
る

　
咳
や
く
し
ゃ
み
が
出
る
と
き
は

で
き
る
だ
け
マ
ス
ク
を
着
用
し
、

使
用
後
の
マ
ス
ク
は
放
置
せ
ず
、

ゴ
ミ
箱
に
捨
て
ま
し
ょ
う
。

　
マ
ス
ク
着
用
時
は
隙
間
が
な
い

よ
う
に
鼻
と
口
の
両
方
を
確
実
に

覆
い
、
正
し
い
方
法
で
着
用
し
ま

し
ょ
う
。

★
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
で
口
と
鼻
を

覆
う

　
　
く
し
ゃ
み
や
咳
を
す
る
と
き

は
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
ど
で
口
と
鼻

を
覆
い
ま
し
ょ
う
。

★
他
の
人
か
ら
顔
を
そ
ら
す

　
咳
や
く
し
ゃ
み
の
飛
沫
は
、
1

メ
ー
ト
ル
か
ら
2
メ
ー
ト
ル
は
飛

ぶ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
咳
や
く

し
ゃ
み
を
す
る
と
き
は
、
他
の
人
に

か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

★
石
鹸
で
手
を
洗
う

　
咳
や
く
し
ゃ
み
な
ど
を
押
さ
え

た
手
か
ら
、
ド
ア
ノ
ブ
な
ど
周
囲

の
物
に
ウ
イ
ル
ス
を
付
着
さ
せ
た

り
し
な
い
た
め
に
、
こ
ま
め
な
手

洗
い
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

●「
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
な
？
」

と
思
っ
た
ら

★
安
静
に
す
る

　
睡
眠
を
十
分
に
と
る
な
ど
安
静

に
し
ま
し
ょ
う
。

★
水
分
補
給

　
高
熱
に
よ
る
脱
水
症
状
を
予
防

す
る
た
め
に
、
こ
ま
め
に
水
分
補

給
を
し
ま
し
ょ
う
。

★
具
合
が
悪
け
れ
ば
早
め
に
医
療

機
関
へ

　
も
し
、
高
熱
が
続
く
、
呼
吸
が

苦
し
い
、
意
識
状
態
が
お
か
し
い

な
ど
具
合
が
悪
け
れ
ば
、
早
め
に

医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

●
こ
ん
な
症
状
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ

に
医
療
機
関
を
受
診
し
て
く
だ

さ
い

★
け
い
れ
ん
し
た
り
、
呼
び
か
け

に
こ
た
え
な
い
。

★
呼
吸
が
速
い
、
又
は
息
切
れ
が

あ
る
。

★
呼
吸
困
難
、
苦
し
そ
う
。

★
顔
色
が
悪
い
（
青
白
）。

★
お
う
吐
や
下
痢
が
続
い
て
い

る
。

★
症
状
が
長
引
い
て
悪
化
し
て
き

た
。

★
胸
の
痛
み
が
続
い
て
い
る
。

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
っ
て

し
ま
う
と
、
様
々
な
危
険
が
あ
り

ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か

ら
な
い
よ
う
に
予
防
接
種
を
受
け

る
、
う
が
い
や
手
洗
い
な
ど
の
日

常
生
活
の
中
で
、
予
防
を
し
っ
か

り
と
行
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
！

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

つ
い
て
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No.691
月

村のようす

令和7年10月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２８０（＋１）
４１４（±０）
２１９（±０）
１９５（±０）
274.22k㎡

広
報
か
み
き
た
や
ま
　

N
O
.691

発
行
／
上
北
山
村
役
場
　
　
編
集
／
総
務
課

P２・３
P４～８
P９・10
P11

令和6年度決算報告…………………………
令和7年9月定例村議会 一般質問…………
村の出来事……………………………………
年金だより……………………………………

P12・13
P14
P15
P16

お知らせ………………………………………
奈良健康情報…………………………………
保健師だより…………………………………
予防接種費用助成のお知らせ………………

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

主な内容

10

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

【10月31日】
・県村民税　　　　第3期
・国民健康保険税　第4期
・介護保険料　　　 第4期
・後期高齢者保険料 第4期

高齢者新型コロナウイルスワクチン
予防接種費用助成のお知らせ

　村外の医療機関にて新型コロナウイルスワクチン予防接種を受けた 65
歳以上の方あるいは 60 歳以上 65 歳未満の者であって、身体障害者手帳 1
級をお持ちの方は自己負担金のうち14,300円を限度として助成します。

対 象 者：上北山村民で 65 歳以上の方
　　　　　60 歳以上 65 歳未満の者であって、身体障害者手帳 1 級の方
　　　　　（心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能不全による障害に限ります）
助成回数：一人 1 回
接種期間：令和 7 年 10 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日
申請締切日：令和 8 年 4 月 30 日まで
持 ち 物：新型コロナウイルスワクチン予防接種の領収書・印鑑

　　上北山村　保健福祉課　電話　③－0380　

高齢者インフルエンザ予防接種
費用助成のお知らせ

　村外の医療機関にてインフルエンザ予防接種を受けた 65 歳以上の方は
自己負担金のうち4,000円を限度として助成します。

対 象 者：上北山村民で 65 歳以上の方
助成回数：一人 1 回
接種期間：令和 7 年 10 月 1 日～令和 8 年 1 月 31 日
申請締切日：令和 8 年 3 月 31 日まで
持 ち 物：インフルエンザ予防接種の領収書・印鑑

　　上北山村　保健福祉課　電話　③－0380　

問合せ先：住民課 07468-3-0223

歳末慰問金について
★歳末慰問金とは?
善意銀行や赤い羽根共同募金等、地域の皆様からお預かりした善意に
よるお金を、年末に支援を必要としている人々が安心して新年を迎えら
れるよう歳末慰問金として支給します。

★対象となる方と金額
村に居住し、住民票を登録されている方のうち、次の方が対象。
①12月1日現在、85歳以上の方。（施設入所者などは除く）
　一人当たり5千円
②生活保護法による生活保護を受けている世帯。一世帯当たり5千円。
③母子世帯・父子世帯。一世帯当たり5千円。

対象となる方・世帯へは申請書を11月中に送付します。

広　報 かみきたやま


